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 介護現場における医療類似行為について整理した厚労省通知としては平成17 年版が
最初で最後であったが、この度（令和４年１２月１日）、この点について新たな通知が発出
された（「医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈
について（その 2）」）。
　これは、令和２年７月の規制改革実施計画で決定された、平成 17 年通知に記載の
ない行為のうち、介護現場で実施されることが多い行為の中で、医行為ではないと考
えられるものを明記したものである。
　医療依存度の高いご利用者が増える現場において、何が医行為と非医行為の境界と
なるかをしっかり整理し理解しておきたい。

　

☆：外岡潤
◯：老健の相談員
◯：病院に滞在できる条件も厳しくなり、経管栄養や酸素導入が常時必要なご利用者も増
　えてきました。
☆：そうした医療器具類の準備や管理は、医療行為に当たるため原則として介護職はでき
　ないのが悩ましいところですね。
◯：はい。ですが、明らかに危険性のない準備段階の行為であれば問題なくできるはず、と
　思います。今回の「通知その２」というのは、そうした手技について医行為に当たらない
　ということなのでしょうか。
☆：その通りです。そもそも医師法 17 条には「医師でなければ、医業をなしてはならない」とシンプル
　に定められているところ、ここにいう医業とは「その行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術
　をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為（医行為）を、
　反復継続する意思をもって行うこと」と定義されます。
　　平成 17 年に出た「通知その１」は、利用者の体温や血圧測定、パルスオキシメータの装着など医行
　為に該当しない行為を列挙したものになります。今回出た「その２」は、その１で言及されなかった
　インスリンや経管栄養の補助等について追記したという位置づけですね。なお、その１については私
　　　　　　　　　　　　　　　　の YouTube チャンネルでも解説していますので、ご参照ください。

　

　
　

介護職が行っても OK ！

１インスリン注射　医師から指示されたタイミング
での実施の声かけ、見守り、未使用の注射器等の患
者への手渡し、使い終わった注射器の片付け（注射
器の針を抜き、処分する行為を除く。）及び記録
２血糖測定　患者への持続血糖測定器のセンサーの
貼付や当該測定器の測定値の読み取り等、血糖値の
確認を行うこと。
３経管栄養　チューブを留めているテープが外れた
場合や、汚染した場合に、あらかじめ明示された貼
付位置に再度貼付を行うこと。

  
　

インスリン注射、経管栄養、在宅酸素の境目がわかる

要チェック！ 17条通知パート2
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動画 no.47

○：分かりました。どこまでがセーフか、混乱しがちなので印
　刷し現場に備え付けておこうと思います。それにしても、イ
　ンスリンだと注射器の片付けはOKでも、「針を抜き、処分す
　る行為」はNGとするなど、細かく指定されていますね。
☆：そうですね。危険性が少しでもあれば介護職がやってはい
　けないというルールです。



1 版 第 133 号 外 岡 新 聞(２分の2） 2023 年 1 月号 （月刊）

1月号
弁護士法人おかげさま

TEL: 03-5358-9855
FAX : 03-6730-6140

〒160-0023
東京都新宿区西新宿
8-9-14 ベイベリー
202 号
http://okagesama.jp

弁護士法人
おかげさま

介護・福祉系

　

　　

忙
中
閑
あ
り
と
い
う
こ
と
で
、
時
間
を
見
つ
け

て
ア
ニ
メ
映
画
「
す
ず
め
の
戸
締
ま
り
」
を
観
て

き
ま
し
た
。
ネ
タ
バ
レ
に
な
る
の
で
あ
ら
す
じ
は

書
け
ま
せ
ん
が
、
結
論
と
し
て
は
と
て
も
面
白
く
、

も
う
一
度
観
た
い
と
思
わ
せ
ら
れ
た
稀
有
な
作
品

で
し
た
。

　

新
海
誠
監
督
は
ユ
ニ
ー
ク
な
経
歴
で
、
一
人
で

短
編
ア
ニ
メ
を
自
主
制
作
し
、
こ
れ
を
発
表
し
た

と
こ
ろ
評
判
が
よ
く
、
次
々
と
映
画
作
品
を
手
掛

け
て
来
ら
れ
ま
し
た
。
ジ
ブ
リ
の
宮
崎
吾
朗
監
督

の
よ
う
に
家
系
や
環
境
に
恵
ま
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
も
な
く
、
叩
き
上
げ
で
の
し
上
が
っ
て
き
た

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

で
す
が
、新
海
監
督
の
魅
力
は
一
介
の
ア
マ
チ
ュ

ア
リ
ズ
ム
が
そ
こ
は
か
と
な
く
漂
っ
て
お
り
、
そ

れ
が
独
特
の
危
う
さ
と
い
う
新
鮮
味
に
転
化
さ
れ

て
い
る
点
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

数
年
前
の
メ
ガ
ヒ
ッ
ト
作
品
「
君
の
名
は
」
に

よ
り
大
き
く
飛
躍
し
ま
し
た
が
、こ
れ
も
未
見
だ
っ

た
の
で
ア
マ
ゾ
ン
プ
ラ
イ
ム
で
観
て
み
ま
し
た
。

ス
ト
ー
リ
ー
は
難
解
で
監
督
の
内
面
が
色
濃
く
投

影
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。　

　

そ
れ
に
比
べ
る
と
今
作
は
良
く
も
悪
く
も
「
垢

抜
け
た
」
と
言
え
そ
う
で
す
が
、
個
人
的
に
は
濃

い
目
の
新
海
ワ
ー
ル
ド
も
見
て
み
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。　

　　　　

編
集
後
記

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
幾
つ
に
な
っ
て

も
年
越
し
の
瞬
間
は
気
持
ち
が
引
き
締
ま
り
、
い
い
も
の

で
す
ね
▼
昨
年
末
は
と
う
と
う
コ
ロ
ナ
に
感
染
し
て
し
ま

い
ま
し
た
が
、
軽
症
で
済
み
後
遺
症
も
出
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
健
康
の
大
切
さ
が
身
に
染
み
て
よ
く
分
か
り
ま

し
た
▼
と
言
い
つ
つ
、
回
復
し
て
か
ら
は
す
ぐ
溜
ま
っ
た

仕
事
に
取
り
掛
か
り
元
の
木
阿
弥
に
戻
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
が…

▼
皆
様
も
ぜ
ひ
ご
自
愛
頂
き
、
今
年
も
良
い
一
年

と
し
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。 趣

味
の
部
屋

外
岡
流

す
ず
め
の
戸
締
ま
り

　

◯：インスリンに関しては、「患者が血糖測定及び血糖値の確認を行った後に、介護職員が
　当該血糖値があらかじめ医師から指示されたインスリン注射を実施する血糖値の範囲と
　合致しているかを確認すること。」も OK とされていますね。こうした数値の確認もでき
　るのであればリスクマネジメントの観点からも安心です。ただ先生、患者＝ご利用者が
　認知症で、自分で血糖測定できない場合はどうすれば良いのでしょうか？
☆：まさにそうした、現場でむしろ多いケースを想定していないのがこうした通知の限界
　ですね。医師法によれば医師や看護師が全て実践せざるを得ないことになりますが、や
　むを得ず介護職が主体的にやってしまうこともあろうかと思います。法令遵守というも
　のは突き詰めるほど困難になっていくものですが、血糖測定については一応、「患者が」
　行う測定をダブルチェックすることが介護職ができる限界、と理解しておきましょう。
◯：分かりました。その他、経管栄養の準備（栄養等を注入する行為を除く。）や片付け、
　喀痰吸引では吸引器に溜まった汚水の廃棄や吸引器に入れる水の補充、吸引チューブ内
　を洗浄する目的で使用する水の補充、在宅酸素療法では酸素マスクや経鼻カニューレの
　装着等の準備や、酸素離脱後の片付けなどが一定の条件下で認められていますね。
☆：はい。かなり幅広く言及している印象です。膀胱留置カテーテルに関しては、蓄尿バ
　ックからの尿廃棄（ＤＩＢキャップの開閉を含む。）は医行為ではないとされています。
　「膀胱留置カテーテル等に接続されているチューブを留めているテープが外れた場合に、
　あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行うこと」も OK であり、夜勤の見回りで
　介護職ができることが増える分、求められる「気づき力」も高度になっていくことでし
　ょう。
○：そうですね、夜間に急変するご利用者もおられますから…夜勤者がいち早く異変に気
　づいたり、チューブの状態や衛生を正常に保つことも重要な業務ですね。
☆：基本的に OK 行為はメンテナンスになりますので、どのようなときにメンテが必要と
　なるか、看護師さんによる内部講習会を開催するのも効果的かと思います。
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90林真理子さん原作「我らがパラダイス」というドラマの法律監修を引き受け、この度年明けか
ら放映されます。ラストに名前が載るかもしれません。お見逃しなく！
あらすじ（NHKサイトより）：朝子が看護師長として働く高級高齢者施設には富裕層の老人た
ちが暮らす。年老いた親がいる朝子は苦しい現状を打破するため、仲間とともに大胆な計画を

外岡が監修した高級老人ホームのドラマが放映されます

実行する。人生ここからが逆転劇！
NHKBS プレミアム
1月 8日 ( 日 ) 第一回　
毎週日曜 よる
10 時～ 10 時 49 分


